
平成２４年度第１１回教育研究評議会議事要録 
 
 
日 時：平成２５年３月２６日（火）１５：００～１７：３０ 

場 所：事務局第一会議室 

出席者：上井学長、加藤理事、山口理事、池原理事、堀理事、西田副学長、八木副学長、睦

好副学長、伊藤教養学部長、齊藤教育学部長、薄井経済学部長、永澤理工学研究科

長、坂井理学部長、佐藤工学部長、山本評議員（教養学部）、坂西評議員（教育学

部）兼図書館長、柳澤評議員（経済学部）、重原評議員（理工学研究科）、堀尾教育

機構副機構長、松本研究機構副機構長 

同 席：尾﨑監事、檜枝監事 

 

議事に先立ち、平成２４年度第１０回教育研究評議会議事要録の確認が行われ、了承され

た。 

 
１ 報告事項 
（１）学長報告事項 
  ① 新役職者等について 
     ４月１日からの新役職者について、報告があった。 
 
  ② 国立大学法人埼玉大学における研究費の不正使用の防止等に関する規則の一部改正

について 
     本規則に規定されている部局責任者について、各部局の実質的な権限と責任を有

する者とするため、本規則の一部改正を行った旨、報告があった。 
 
（２）池原理事報告事項 
  ① 国立大学法人埼玉大学奨学寄附金受入規則の一部改正について 
     本学の役員及び教職員が公益法人等から個人あてに受けた寄附金を改めて大学へ

寄附する取扱いを厳格化するため、当該規則の一部改正を行った旨、配付資料に基

づき、報告があった。 
 
（３）西田副学長報告事項 
  ① 第２期中期目標期間の教育研究評価に係る「実績報告書作成要領（案）」及び「評価 

実施要項（改訂案）」に関する意見募集について 
     大学評価・学位授与機構から通知のあった、第２期中期目標期間の教育研究評価

に係る「実績報告書作成要領（案）」及び「評価実施要項（改訂案）」について、配

付資料に基づき説明があった。確認のうえ、意見がある場合は、４月１１日（木）

までに総務課評価・企画係まで提出いただきたい旨、依頼があった。 
 
  ② 平成２４年度教員活動評価実施報告書について 
     教育・研究等評価室で取りまとめた、平成２４年度教員活動評価実施報告書につ

いて、配付資料に基づき、説明があった。 



 
③ 平成２４年度教育・研究の工夫調査結果の概要について 

     教育・研究等評価室で取りまとめた、平成２４年度教育・研究の工夫調査結果の

概要について、配付資料に基づき、説明があった。 
 
④ 教育の質の向上に関する取組状況について 

     教育・研究等評価室で取りまとめた、教育の質の向上に関する取組状況について、

配付資料に基づき、説明があった。 
 
（４）教養学部報告事項 
    配付資料のとおり報告があった。 
 
（５）教育学部報告事項 
    配付資料のとおり報告があった。 
 
（６）経済学部報告事項 
    配付資料のとおり報告があった。 
 
（７）理工学研究科報告事項 
    配付資料のとおり報告があった。 
 
（８）理学部報告事項 
    配付資料のとおり報告があった。 
 
（９）工学部報告事項 
    配付資料のとおり報告があった。 
 
２ 審議事項 
（１）名誉教授の称号授与について 
    学長から、役員会及び各部局から推薦のあった候補者について、埼玉大学名誉教授

称号授与規則に基づき選考を行いたい旨の説明があり、学長及び該当部局長から候補

者の略歴等について紹介があった。その後、投票により、推薦のあった１９名の候補

者に名誉教授の称号を授与することが決定された。 
 
（２）教育の質的転換について 
    加藤理事から、国際標準の教育への質的転換を図ることで、学生の学修内容及び質

を大学が保証するという構想について、基本的な考え方、個々の具体案及び実施に至

るまでの工程表について、配付資料に基づき、説明があった。審議の結果、全学運営

会議での議論を踏まえた基本的な方向性について、了承された。なお具体的な検討に

ついては、各学部と連携を取りつつ、教育企画室で進めることとした。 
 



（３）国立大学法人埼玉大学学位規則の一部改正について 
    池原理事から、学位規則の一部を改正する省令（平成２５年文部科学省令第５号）

の施行に伴い、当該規則を一部改正したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。 

 
（４）国立大学法人埼玉大学外国人留学生規則の一部改正について 
    山口理事から、外国政府派遣留学生の選考に係る検定料を外国の政府が負担できな

い場合に際し、徴収しない旨を定めるため、当該規則を一部改正したい旨の説明があ

り、審議の結果、了承された。 
 
（５）国立大学法人埼玉大学公益通報者保護規則の制定について 
    池原理事から、公益通報者保護法の施行に伴い、本学における公益通報者の保護、

公益通報の処理等について必要な事項を定めた当該規則を制定したい旨の説明があり、

審議の結果、了承された。 
 
（６）平成２５年度年度計画（案）について 
    西田副学長から、平成２５年度年度計画の原案について、配付資料に基づき説明が

あり、審議の結果、一部字句を修正のうえ、了承された。 
 
３ その他 
（１）平成２５年度学内予算（案）について 
    池原理事から、平成２５年度予算編成方針（案）に基づき作成した、平成２５年度

学内予算配分（案）について、配付資料に基づき、説明があった。 
 
（２）次回日程（４月２５日（木）１５：００～） 


